
 

地方創生に係る包括連携に関する協定書 

 
 

江南市（以下「甲」という。）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「乙」と

いう。）は、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）の基本理念にのっと

り、地方創生を推進するため、連携・協力することに合意し、次のとおり協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条  本協定は、地方創生に係る様々な分野での相互連携及び協力を積極的に推進する 

ことを目的とする。 

（連携協力内容） 

第２条 甲及び乙は、本条に定める事項について法令に反しない範囲で連携・協力するよう

努めるものとする。 

（１）江南市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること 

（２）シティプロモーションの推進に資すること 

（３）地域の安心・安全に資すること 

（４）移住・定住促進に資すること 

（５）産業振興及び雇用創出に資すること 

（６）その他、地方創生の推進に資すること 

２ 前項各号に掲げる事項を実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。ま

た、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。 

（守秘義務） 

第３条 甲及び乙は、本協定に基づき実施される連携活動において知り得た情報について、

第２条各号に掲げる事項の連携・協力をするにあたり必要な限度で利用するものとする。

ただし、事前に相手方の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 

（有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。

ただし、有効期間満了の２カ月前までに、甲と乙のいずれからも解約の申し入れがないと

きは、更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

（反社会的勢力の排除） 

第５条 甲及び乙が、本協定に基づき実施される連携活動において、対象となる市民及び事

業者（以下「市民等」という。）の中で反社会的勢力（「暴力団、暴力団員、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これ

らに準じる者」をいう。）とみなされる市民等については、対象としないこととする。 

２ 下記行為を行う市民等についても対象としないこととする。 

(１)  暴力的な要求行為 

(２)  法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３)  取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

(４)  風説の流布、偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害 

(５)  その他前各号に準ずる行為 

（その他） 

第６条 本協定に定めるもののほか、本協定に定めのない事項又は本協定の運用に関し疑義が

生じた場合は、その都度、甲と乙の両者で協議の上、決定するものとする。 

  

本協定の締結の証として、本協定書を２通作成し、それぞれ記名・押印の上、各自１通を保

有する。 

 

平成２９年４月１日 

 

 甲  愛知県江南市赤童子町大堀９０ 

    江南市 

江南市長    澤田  和延 
 

   乙  愛知県名古屋市中区千代田５－７－５ 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 愛知北支店 

支店長      高井  英行 


